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九州大学環境安全衛生推進室規程

平成１６年度九大規程第１３号

制 定：平成１６年 ４月 １日

最終改正：平成２９年 ３月３１日

（平成２８年度九大規程第７９号）

（趣旨）

第１条 この規程は、九州大学学則（平成１６年度九大規則第１号）第１６条第３項の規定に基

づき、環境安全衛生推進室（以下「推進室」という。）の内部組織その他必要な事項を定める

ものとする。

（業務）

第２条 推進室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 全学における安全衛生管理に係る業務の総括に関すること。

(2) 全学における安全衛生に係る事項の企画・立案・実施に関すること。

(3) 健康管理に係る事項の企画・立案・実施に関すること。

(4) 安全衛生に係る教育訓練等の普及・啓発活動に関すること。

(5) 感染症対策に関すること。

(6) 安全衛生及び環境保全に係る委員会の任務の支援に関すること。

(7) 各事業場の安全・衛生委員会との連絡調整に関すること。

(8) 安全衛生連絡会に係る業務に関すること。

(9) 労働局、労働基準監督署等への対応に関すること。

(10) その他安全衛生の推進・支援に係る事項に関すること。

（組織）

第３条 推進室は、室長、副室長及び室員をもって構成する。

（室長）

第４条 室長は、理事、副学長及び副理事のうちから総長が指名する者をもって充てる。

２ 室長は、推進室の業務を掌理する。

（副室長）

第５条 副室長は、次条に規定する室員のうちから室長が指名する者をもって充てる。

２ 副室長は、室長を補佐し、推進室の業務を整理する。

（室員）

第６条 室員は、職員のうちから総長が指名する。

２ 室員は、室長の命を受け、推進室の業務を処理する。

（事務）

第７条 推進室に関する事務は、事務局各関係部課等において分担して処理し、総務部環境安全

管理課が総括する。

（補則）

第８条 この規程に定めるもののほか、推進室の運営等に関し必要な事項は、室長が別に定める。

附 則

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１６年度九大規程第２０４号）

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年度九大規程第６１号）

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規程第５２号）

この規程は、平成１８年１０月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規程第１２号）

この規程は、平成２０年４月１５日から施行する。

附 則（平成２１年度九大規程第８号）

この規程は、平成２１年６月１日から施行する。
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附 則（平成２２年度九大規程第５２号）

この規程は、平成２２年１０月１日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規程第３１号）

この規程は、平成２６年１０月１日から施行する。

附 則（平成２７度九大規程第４９号）

この規程は、平成２８年１月１日から施行する。

附 則（平成２８度九大規程第７９号）

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。


